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　平成23年、東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電
所の事故の影響で、飯舘村は同４月に計画的避難区域に指定さ
れ、全村避難となりました。翌平成24年７月には避難指示区域が
見直され、当時の空間線量率に基づき長泥地区は村内20行政区
で唯一「帰還困難区域」に指定されました。
　平成29年３月に村内の「避難指示解除準備区域」「居住制限区
域」の避難指示が全面解除されました。その時点で避難からおよ
そ６年が経過していました。
　地区内に設定する「特定復興再生拠点区域」の除染や家屋解体
などを行い、部分的に避難指示を解除する『飯舘村特定復興再生
拠点区域復興再生計画』は、平成30年４月に承認されました。
　村は行政区と協議を重ね、拠点区域の『農の再生ゾーン』にお
いて、国の環境再生事業に取り組むなど復興に向かう挑戦を続
け、拠点となるエリアの整備にも着手しました。また、区域外にお
いても、環境省や内閣府が事業を実施した箇所を対象に、公園の
整備や企業の誘致を行いました。

地域と住民の歩み
避難先で継続した交流

復興組合の植樹

　生まれ育った人にとってはここが原点なんだ
よね。来ればせいせいするもの。毎日のように
通って敷地の手入れをしている人もいますよ。
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国が平成24年7月に避難指示区域を見直し帰還困
難区域が設定されました。
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避難指示解除の決定

長泥地区除染検証委員会の報告
　今年１月20日、長泥地区除染検証委員会の塚田
祥文委員長が杉岡村長に検証結果の報告書を提出。
「拠点区域における主な生活圏の空間線量率は低減
が図られており、日常的に生活しても放射線被ばくのリ
スクは十分に低くなっていることを確認した」と報告し、
合わせて今後の管理に対する提言を答申しました。

　４月15日、原子力災害現地対策本部長の太田房江経
済産業副大臣、鈴木正晃福島県副知事が来庁。協議
を経て、村は５月1日の避難指示解除について国・
県の同意を得ました。
　その後４月25日、原子力災害対策本部において、
避難指示解除が正式に決定されました。

環境再生事業への参加

行政区の交流会をコロナ禍前まで毎年開催
してきました。交流会の最後は、恒例で盆踊

地区内で環境省が実施した環境再生事業に
地区住民の有志が参加。農業の技術を生か

長泥復興組合が令和４年10月に長泥地区
第１回植樹祭を開催。区民やボランティア等

解体前の旧長泥コミュニティーセンター

住民が草刈りなど手入れを
続ける峠道のアジサイ

避難先から通い敷地の手入れを
続ける方も少なくありません

　自分の敷地に車を停めて横になっていまし
た。鳥のさえずりが聴こえてきて、やっぱりいい
なあと思うんですよね。
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約100人が集
い、竹谷とし子
復興副大臣、
杉岡村長らも
記念植樹を行
いました。

明日への一歩
長泥地区の避難指示解除
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避難指示解除までの経緯
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